
 

大阪市建設事業評価有識者会議について 

 これまでの行政評価委員会が市政改革会議の発足に伴い同会議の分科会となることから、建設事業に係る評価については、従来

の行政評価委員会の部会であった事業再評価部会と大規模事業評価部会とを統合し、同会議から独立した本有識者会議において

意見聴取を行う｡（今後、事後評価の実施についても検討） 

 
 

 

22年度まで 23年度より 

  

 市政改革基本方針の策定 

 
 市政改革基本方針の進捗管理 

 市政改革基本方針の改定 

 運営方針に係る評価 

 
 経営方針に係る評価 

 大規模公共事業の事前評価 

 採択後一定期間経過経過した事業

の評価 

 

 大規模公共事業の事前評価 

 採択後一定期間経過経過した事

業の評価 

参考資料１ 

市政改革検討委員会 

行政評価委員会 

大規模事業評価部会 

事業再評価部会 

建設事業評価有識者会議 

市政改革会議 

運営方針評価分科会 


